
 

「 」とは？ 
いわゆる電動キックボードのことをいいます！ 

詳細は山口県警察ホームページを確認してください ➡ ➡ ➡ 

原動機付自転車 

一般原動機付自転車 
（法定速度３０キロ/時） 

特定小型原動機付自転車 
（最高速度２０キロ/時） 

特例特定小型原動機付自転車 
（最高速度６キロ/時） 

車体の大きさ・構造、必要な保安部品が決まっている 

ナンバープレートを取り付ける 

自賠責保険に加入する 

※ 原動機付自転車が細分化！※ 

運転できるのは 16歳以上 

萩警察署 

乗車用ヘルメットをかぶる 

免許 
必要 

免許 
不要 

※ヘルメットの着用は努力義務です 


